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1. 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された
場合の非化石価値の取り扱いについて

2. 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された
場合の非化石価値認定方法について
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再エネ発電設備に併設される蓄
電池に系統充電された場合の
電力量認定を行う条件

再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の電力量認定について

⚫ 第101回 制度検討作業部会での検討を踏まえて、25年4月発電分より、再エネ発電
設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の電力量認定を開始致します。

⚫ 当該設備の電力量認定を実施する条件は下記となります。下記条件を満たさない設備
については、電力量認定対象となりません。
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※１ 発電設備・PCS・併設蓄電池等、当該再エネ発電設備の運転に不可欠なものであって、当該再エネ発電設備において使用する電気の量が微量
である場合を除く。

① 再エネ発電設備の設置場所を含む一の需要場所に需要設備※1、当該再
エネ発電設備以外の化石発電設備が存在しないこと

② 認定量を算出する際に使用する電力量を、計量法に基づく特定計量器で
計量すること

③ 認定量を算出する際に使用する電力量を、計量器の表示値の差し引きに
よって求める場合には、差分計量に関する以下の要件を満たすこと

• 差分計量による誤差が特定計量器に求められる使用公差内となるよう努め
ること

• それぞれの計量器の検針タイミングを揃えていること
• それぞれの計量器の間に変圧器等電力消費設備を介さないことなど適正に
差分計量を行える配線であること

• 当事者がそれぞれの計量器の計量値を必要に応じて把握できるようにしておく
こと
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1. 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された
場合の非化石価値の取り扱いについて

2. 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された
場合の非化石価値認定方法について

2-1 FIP設備であり、FIP交付金対象分を非化石証書化する場合

2-2 1受電地点特定番号に対して、1再エネ設備、1蓄電池の場合

2-3 その他の場合



再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の認定フロー
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⚫ 下記フローに沿って対象となる申請手続きをご確認ください。

■系統蓄電池認定フローについて

再エネ発電設備に併設される
蓄電池に系統充電された場合の

電力量認定を行う条件（P4）を全て満たす

Yes

認定不可

当該設備はFIP設備である ２－１へ

1受電地点特定番号につき
1発電設備、1蓄電池である

２－2へ

No

Yes

２－3へ

No

Yes エリアプライスが0.01円/kWhの
時間帯における系統逆潮流分に
ついても電力量認定を実施する

No

No

Yes
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2-1 FIP設備であり、電力量認定量＝FIP交付金対象である場合の
非化石価値認定方法について

⚫ 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の非化石価値認定プロセ
スは下記となります。（なお本手続きは事業者登録が完了していることが前提となりま
す。事業者登録につきましてはWebサイトより事業者説明資料でご確認ください）

⚫ 初回登録作業として、①誓約書提出、②FIP設備である証跡提出を実施ください。

⚫ 毎月の電力量認定作業においては、③電力量認定申請書提出、④FIP交付金対象
分証跡提出を実施ください。

⚫ 各作業詳細は次頁以降で記載致します。
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①誓約書提出

◼ 初回登録作業

③電力量認定申請書提出 ④FIP交付金対象分証跡提出

◼ 毎月電力量認定作業

② FIP設備である証跡提出



⚫ 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の電力量認定を行う条件
（P4）を全て満たすということを初回に誓約書で提出いただきます。

⚫ 誓約書フォーマットは認定ポータルよりダウンロードください。

⚫ 提出はポータルサイトで実施頂くか、もしくはメール（non_fit@ml.biprogy.com)で提出く
ださい。
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◼ 誓約書フォーマット

誓約書内に認定対象設備の
・受電地点特定番号
・設備ID
を記載し、申請事業者名、責任者氏名を記載し、押印し、
PDFにて提出ください。

2-1 FIP設備であり、電力量認定量＝FIP交付金対象である場合の
非化石価値認定方法について ①誓約書提出について

mailto:non_fit@ml.biprogy.com


2-1 FIP設備であり、電力量認定量＝FIP交付金対象である場合の
非化石価値認定方法について ②FIP設備である証跡提出
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⚫ 毎月の電力量認定申請を開始する前に当該設備がFIP設備である証跡を提示ください。

⚫ 提出はポータルサイトで実施頂くか、もしくはメール（non_fit@ml.biprogy.com）で提出
ください。

◼ FIP設備証跡例

・再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報（システム画面）のキャプチャ画像

※「系統からの充電」が「有」と認定されていることが分かるもの

mailto:non_fit@ml.biprogy.com


2-1 FIP設備であり、電力量認定量＝FIP交付金対象である場合の
非化石価値認定方法について ③電力量認定申請書提出
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⚫ 毎月の電力量認定申請時は月間発電量は系統逆潮流分を入力ください。その上で通
信欄に当月のFIP交付金対象電力量を入力ください。（その他申請設備がある場合は
同一の申請書に記載ください）

⚫ 提出はポータルサイトで実施ください。

■FIP設備の認定について

手順１：
仕訳のお知らせに記載のある系統逆潮流値全量を入力

手順２：
通信欄にFIP交付金対象電力量を入力

手順３：
FIP交付金対象電力量の証跡を事務局にメール提出



2-1 FIP設備であり、電力量認定量＝FIP交付金対象である場合の
非化石価値認定方法について ④ FIP交付金対象分証跡提出
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⚫ 毎月の電力量認定申請と同時に当月のFIP交付金対象分となる証跡を提示ください。

⚫ 提出はポータルサイトで実施頂くか、もしくはメール（non_fit@ml.biprogy.com）で提出
ください。

◼ FIP交付金対象分証跡例

・FIP交付金算定のシステム画面のキャプチャ画像

その他証跡となるものがある場合は、事務局に連絡ください。

mailto:non_fit@ml.biprogy.com
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1. 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された
場合の非化石価値の取り扱いについて

2. 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された
場合の非化石価値認定方法について

2-1 FIP設備であり、FIP交付金対象分を非化石証書化する場合

2-2 1受電地点特定番号に対して、1再エネ設備、1蓄電池の場合

2-3 その他の場合



2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について – 前提

⚫ 非化石認定量は系統に逆潮流した電力量から、系統から充電された蓄電池放電量を
減算した値となります。

⚫ 認定量を算出するため、託送メーターM1で計量される系統からの順潮流分のメーター
値（c）と、計量法に基づく特定計量器M2、M3※1で計量されるメーター値（a,b,e）
を提出頂きます※2。

14

eM3

A
①
②
③
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A  ー ①×
②

②＋③

=d ー  b×
c ー e

a

認定量の算出

A

※１ 計量法に基づく特定計量器が２つあることが必須となります。

※２ 託送メーターM1で計量される系統への逆潮流分のメーター値（d）
については、事務局でも確認可能であるため、提出は不要です。



2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について

⚫ 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の非化石価値認定プロセ
スは下記となります。（なお本手続きは事業者登録、認定対象の再エネ設備登録が
完了していることが前提となります。事業者登録、設備登録につきましてはWebサイトよ
り事業者説明資料でご確認ください）

⚫ 初回登録作業として、①誓約書提出を実施ください。

⚫ 毎月の電力量認定作業においては、②電力量認定申請書提出、③メーター値ファイル
提出を実施ください。

⚫ 各作業詳細は次頁以降で記載致します。
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①誓約書提出

◼ 初回登録作業

②電力量認定申請書提出

◼ 毎月電力量認定作業

③メーター値ファイル提出
（excelファイルを事務局に送付）



⚫ 再エネ発電設備に併設される蓄電池に系統充電された場合の電力量認定を行う条件
（P4）を全て満たすということを初回に誓約書で提出いただきます。

⚫ 誓約書フォーマットは認定ポータルよりダウンロードください。

⚫ 提出はポータルサイトで実施頂くか、もしくはメール（non_fit@ml.biprogy.com）で提出
ください。
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◼ 誓約書フォーマット

誓約書内に認定対象設備の
・受電地点特定番号
・設備ID
を記載し、申請事業者名、責任者氏名を記載し、押印し、
PDFにて提出ください。

2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について
①誓約書提出について

mailto:non_fit@ml.biprogy.com
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2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について
②電力量認定申請書提出について

⚫ 毎月の電力量認定申請時は月間発電量は系統逆潮流分を入力ください。その上で通
信欄に再エネ併設蓄電池認定と記載ください。（その他申請設備がある場合は同一の
申請書に記載ください）

⚫ 提出はポータルサイトで実施ください。

■FIP設備の認定について

手順１：
仕訳のお知らせに記載のある系統逆潮流値全量を入力

手順２：下記を入力
再エネ併設蓄電池認定
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2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について
③メーター値ファイルの提出について1

⚫ 按分計算に使用する各種数値をエクセルファイルに記入して提示ください。

⚫ P14のa,b,c,eの4つのメーター値について30分値を記入し、4ファイル提出ください。
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2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について
③メーター値ファイルの提出について2

⚫ メーター値ファイルの左上部分の記載例となります。

法人番号 1234567890123

事業者名 テスト株式会社

対象期間_開始 2025/04/01

対象期間_終了 2025/04/30

設備ID（10桁） A123456789

受電地点特定番号（22桁） 0000000000000000000001

メーターコード M2

潮流コード A

図の記号 a

メーターコード、潮流コード、図の記号を下記の図を参照に記載

対象期間は、当該受電地点特定番号の仕訳のお知らせの対象期間
とする。
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2-2 1再エネ設備、1蓄電池の場合の非化石価値認定方法について
③メーター値ファイルの提出について３

⚫ メーター値ファイルの下部分（30分値）の記載例となります。

⚫ 対象期間の30分値についてa,b,c,eのメーター値をそれぞれ記載ください。（下記ファイルを4ファイ
ル作成ください）

⚫ ファイル名は「keitoujyuden_30min_format_hikaseki_（設備ID）_（図の記号）」とし
てください。例： keitoujyuden_30min_format_hikaseki_A123456789_a

⚫ フォーマットは認定ポータル上からダウンロードください。

⚫ 提出はポータルサイトで実施頂くか、もしくはメール（non_fit@ml.biprogy.com）で提出ください。

30分値を記載
(小数点第三位を四捨五入し
ての小数点第二位まで記入）

mailto:non_fit@ml.biprogy.com
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2-1 FIP設備であり、FIP交付金対象分を非化石証書化する場合
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2-3 複数再エネ、複数蓄電池のケースについて

⚫ 本ケースにおいてはそれぞれ按分計算方法が異なるため、事務局にメールを送付頂き、
回路図を事務局に添付ください。

⚫ 按分計算方法を個別に設定し、認定致します。
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